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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月22日(2010.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データの種別を示す識別子と、データ部の長さを示す長さ情報と、当該データを示すデ
ータ部とを連結して構成されるデータ列を少なくとも１つ以上記憶したメモリと、
　前記データ列の出力方式を指示する制御情報をあらかじめ記憶している制御情報記憶手
段と、
　外部から供給されるデータ読出しコマンドに基づき前記メモリからデータ列を読出す際
、前記制御情報記憶手段にあらかじめ記憶されている制御情報を参照することにより当該
制御情報が指示する出力方式にしたがって当該データ列を読み出して出力する処理手段と
、
　を具備したことを特徴とする携帯可能電子装置。
【請求項２】
　前記制御情報は、識別子と長さ情報とデータ部とを連結して構成されるデータ列をその
まま読出して出力するか、データ列内のデータ部のみを読出して出力するかを指示するこ
とを特徴とする請求項１記載の携帯可能電子装置。
【請求項３】
　前記制御情報は、前記データ列が格納されたファイル単位で設定可能なことを特徴とす
る請求項１または請求項２記載の携帯可能電子装置。
【請求項４】
　前記制御情報は、前記データ列が格納されたファイルを管理するフォルダ単位で設定可
能なことを特徴とする請求項１または請求項２記載の携帯可能電子装置。
【請求項５】
　前記制御情報を、データ列単位、当該データ列が格納されたファイル単位、当該ファイ
ルを管理するフォルダ単位のうちどの単位で管理するかを設定する制御情報管理単位情報
を記憶した制御情報管理単位情報記憶手段をさらに具備したことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載の携帯可能電子装置。
【請求項６】
　データの種別を示す識別子とデータ部の長さを示す長さ情報と当該データを示すデータ
部とを連結して構成されるデータ列を少なくとも１つ以上記憶したメモリと、前記データ
列の出力方式を指示する制御情報をあらかじめ記憶している制御情報記憶手段と、外部か
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ら供給されるデータ読出しコマンドに基づき前記メモリからデータ列を読出す際、前記制
御情報記憶手段にあらかじめ記憶されている制御情報を参照することにより当該制御情報
が指示する出力方式にしたがって当該データ列を読み出して出力する処理手段とを有した
ＩＣモジュールと、
　このＩＣモジュールを収納したＩＣカード本体と、
　を具備したことを特徴とするＩＣカード。
【請求項７】
　前記制御情報は、識別子と長さ情報とデータ部とを連結して構成されるデータ列をその
まま読出して出力するか、データ列内のデータ部のみを読出して出力するかを指示するこ
とを特徴とする請求項５記載のＩＣカード。
【請求項８】
　前記制御情報は、前記データ列が格納されたファイル単位で設定可能なことを特徴とす
る請求項５または請求項６記載のＩＣカード。
【請求項９】
　前記制御情報は、前記データ列が格納されたファイルを管理するフォルダ単位で設定可
能なことを特徴とする請求項５または請求項６記載のＩＣカード。
【請求項１０】
　前記制御情報を、データ列単位、当該データ列が格納されたファイル単位、当該ファイ
ルを管理するフォルダ単位のうちどの単位で管理するかを設定する制御情報管理単位情報
を記憶した制御情報管理単位情報記憶手段をさらに具備したことを特徴とする請求項５ま
たは請求項６記載のＩＣカード。
【請求項１１】
　データの種別を示す識別子と、データ部の長さを示す長さ情報と、当該データを示すデ
ータ部とを連結して構成されるデータ列を少なくとも１つ以上記憶したメモリと、
　前記データ列の出力方式を指示する制御情報をあらかじめ記憶している制御情報記憶手
段と、
　外部から供給されるデータ読出しコマンドに基づき前記メモリからデータ列を読出す際
、前記制御情報記憶手段にあらかじめ記憶されている制御情報を参照することにより当該
制御情報が指示する出力方式にしたがって当該データ列を読み出して出力する処理手段と
、
　を具備したことを特徴とするＩＣモジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】携帯可能電子装置、ＩＣカードおよびＩＣモジュール
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、たとえば、書込み、書換え可能な不揮発性メモリおよびＣＰＵ（セントラル
・プロセッシング・ユニット）などの制御素子を有するＩＣ（集積回路）チップを内蔵し
、外部から供給されるコマンドに基づいて各種処理を実行するＩＣカードなどの携帯可能
電子装置、ＩＣカードおよびＩＣモジュールに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　また、不揮発性メモリ内のデータは、当該データの種別を示す識別子（Ｔａｇ）と、デ
ータ部の長さを示す長さ情報（Ｌｅｎｇｔｈ）と、当該データそのものを示すデータ部（
Ｖａｌｕｅ）とを連結して構成されるデータ列、いわゆるＴＬＶ構造のデータ列（以降、
これをＴＬＶデータオブジェクトと称す）になっているものもある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　そこで、本発明では、たとえば、ＴＬＶデータオブジェクトの出力方式を指示する制御
情報を持ち、かつ、ＴＬＶデータオブジェクト単位、ＴＬＶデータオブジェクトを格納す
るファイル単位、ファイルを管理するフォルダ単位のいずれかの単位にて制御情報を管理
するかを選択することで、ＴＬＶデータオブジェクトの出力方式を個々に制御することを
可能にする携帯可能電子装置、ＩＣカードおよびＩＣモジュールを提供することを目的と
する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の携帯可能電子装置は、データの種別を示す識別子と、データ部の長さを示す長
さ情報と、当該データを示すデータ部とを連結して構成されるデータ列を少なくとも１つ
以上記憶したメモリと、前記データ列の出力方式を指示する制御情報をあらかじめ記憶し
ている制御情報記憶手段と、外部から供給されるデータ読出しコマンドに基づき前記メモ
リからデータ列を読出す際、前記制御情報記憶手段にあらかじめ記憶されている制御情報
を参照することにより当該制御情報が指示する出力方式にしたがって当該データ列を読み
出して出力する処理手段とを具備している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明のＩＣカードは、データの種別を示す識別子とデータ部の長さを示す長さ
情報と当該データを示すデータ部とを連結して構成されるデータ列を少なくとも１つ以上
記憶したメモリと、前記データ列の出力方式を指示する制御情報をあらかじめ記憶してい
る制御情報記憶手段と、外部から供給されるデータ読出しコマンドに基づき前記メモリか
らデータ列を読出す際、前記制御情報記憶手段にあらかじめ記憶されている制御情報を参
照することにより当該制御情報が指示する出力方式にしたがって当該データ列を読み出し
て出力する処理手段とを有したＩＣモジュールと、このＩＣモジュールを収納したＩＣカ
ード本体とを具備している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、たとえば、ＴＬＶデータオブジェクトの出力方式を指示する制御情報
を持ち、かつ、ＴＬＶデータオブジェクト単位、ＴＬＶデータオブジェクトを格納するフ
ァイル単位、ファイルを管理するフォルダ単位のいずれかの単位にて制御情報を管理する
かを選択することで、ＴＬＶデータオブジェクトの出力方式を個々に制御することを可能
にする携帯可能電子装置、ＩＣカードおよびＩＣモジュールを提供できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　各ファイルＦ１１，Ｆ１２，…、Ｆ２１，Ｆ２２，…に格納されるＴＬＶデータオブジ
ェクトＤ１，Ｄ２，…は、たとえば、図４に示すように、当該データの種別を示す識別子
（Ｔａｇ）２１と、データ部の長さを示す長さ情報（Ｌｅｎｇｔｈ）２２と、当該データ
そのものを示すデータ部（Ｖａｌｕｅ）２３とを連結して構成されるデータ列であり、こ
のようなデータ列が少なくとも１つ以上設けられて構成される。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　次に、このような構成において、データ読出しコマンドに対するＴＬＶデータオブジェ
クトの読出し処理について図５に示すフローチャートを参照して説明する。　
　まず、外部装置としてのカードリーダ・ライタ１２がＩＣカード１１に対してデータ読
出しコマンド（たとえば、ＧＥＴ　ＤＡＴＡコマンド）を供給したものとする。ＩＣカー
ド１１では、コンタクト部１０５がデータ読出しコマンドを受信する。受信したデータ読
出しコマンドは、コンタクト部１０５からＣＰＵ１０１に供給され、認識される。
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